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自由貿易の推進に向けた取組の方向性
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「Ⅶ．自由貿易体制の「アップグレード」を支える経済秩序の形成と
日本の強みを活かすバリューチェーンの作り込み」

より抜粋、赤囲み追記（p3~7）
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Ⅶ－１④．既存ルールの効果的な活用・執行

◇ 米国：バイデン政権は前政権により課された対中関税措置を当面維持するとともに、中国の不公正な貿易慣行に
対して貿易救済措置を積極的に活用していく姿勢。過剰供給問題には、同盟国と共に対処が必要との認識。

◇ ＥＵ：貿易救済措置を引き続き活用するとともに、投資に対する補助金など新しい形の補助金についても相殺関
税措置の対象としていくと表明。また、中国がエジプト企業に対して行った越境投資（一帯一路の一環）に対し
てCVD措置を発動するなど、グローバルサプライチェーンに対応し効果的に措置を活用。

◇ 全世界では、世界経済の回復局面において、調査開始件数が前年同期比で大きく増加。（08年世界金融危機
後の回復局面と同様の傾向。）

 米国・EUと連携し、WTOで認められた既存ルール（補助金相殺関税（CVD）措
置、AD措置等の貿易救済措置）も効果的に活用し、市場歪曲的な措置に対抗。

＜貿易救済措置に関する世界の動向＞

（参考）日本の発動中のAD措置
我が国でも近年ADの措置発動が活発化
※CVD措置の発動は過去10年なし

（出典）WTO統計

通貿分科会資料抜粋



CVD措置の概要と
世界における活用状況
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（参考）CVD措置の発動事例
 米国、EUは、中国産鉄鋼に関して政府による市場歪曲的な財政支援が行われているとして、

CVD措置を積極的に活用しており、特に米国では高関税を賦課している事例もある。

【相殺関税の対象の例:ステンレス
鋼 鋼板類】

• 対象産業に対する政策低利
融資
ステンレス鋼板の生産者に対す
る政府系金融機関を通じた低
利融資について、通常の商業
融資よりも低利である。

• 政府系金融による輸出信用
輸出企業に対する融資にあたり、
政府の方針に基づき、政府系
金融がその信用力によって融資
することで、通常の商業融資で
は確保できない大規模な融資
を可能としている。

• 低価格での土地や電力、資材
の提供
土地や電力、鉄鉱石・石炭・
ニッケル等の資材が、市場価格
よりも低価格で提供されている。
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●米国

調査対象貨物 調査開始日 当初措置の
発動日 賦課税率 その他の

調査対象国
ADの
併用 ADの調査対象国

1 無方向性電磁鋼板 2013/9/30 2014/12/3
（2020/2/27延長） 158.88%韓国、台湾 ○ 韓国、スウェーデン、台湾、ド

イツ、日本

2 線材（合金鋼・非合金鋼） 2014/1/31 2015/1/8
（2020/6/26延長）

178.46% -
193.31%－ ○ －

3 表面処理鋼板（亜鉛めっき
鋼板） 2015/6/3 2016/7/25 39.05%, 

241.07%
イタリア、インド、
韓国、台湾 ○ イタリア、インド、韓国、台湾

4 冷延鋼板類（合金鋼・非合
金鋼） 2015/7/28 2016/7/14 256.44%インド、韓国、ブ

ラジル、ロシア ○ インド、英国、韓国、日本、
ブラジル、ロシア

5 ステンレス鋼 鋼板類 2016/2/12 2017/4/3 75.60%, 
190.71%韓国 ○ 韓国、台湾、日本

6 鋼板類（合金鋼・非合金
鋼） 2016/4/8 2017/1/26 251%韓国 ○

イタリア、オーストリア、韓国、
台湾、トルコ、ドイツ、日本、
フランス、ブラジル、ベルギー、
南アフリカ

7 鋼塊・半製品（合金鋼・非合
金鋼） 2019/12/19 2021/1/25 16.80% -

336.55%
イタリア、インド、
ドイツ ○ イタリア、インド、ドイツ

●ＥＵ

調査対象貨物 調査開始日 当初措置の
発動日 賦課税率 その他の

調査対象国
ADの
併用 ADの調査対象国

1 表面処理鋼板及び合金鋼鋼
板類（ステンレス鋼を除く） 2012/2/22 2013/3/15

（2019/5/3延長）
13.7% -

44.7%－ ○ －

2 熱延鋼板類（合金鋼・非合
金鋼） 2016/5/13 2017/6/9 4.6% -

35.9%－ ー イラン、ウクライナ、セルビア、
ブラジル、ロシア

米国・EUの中国産鉄鋼に対するCVD措置の発動事例（2014年以降）

*下線はCVD措置発動国 **下線はAD措置発動国



我が国におけるCVD措置の
活用に向けた取組
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国内外の有識者及び産業界へのヒアリングの実施
 昨今、グローバルサプライチェーンの進展に伴い貿易構造が複雑化する中で、途上国をはじめ産業

補助金など市場歪曲的な措置への対抗のためにも、CVDの活用の可能性について検討する必要。

 本年２月から有識者へのヒアリングを実施し、課題を整理しているところ。

 CVDの活用に向けて、これらの課題に対し、これまでのヒアリングの中間報告をさせていただき、今後
の方向性に向けた御議論をいただきたい。

1. 通商法の国内学識経験者、実務家

ヒアリング先：梅島 修 教授（高崎経済大学）、藤井 康次郞 弁護士（西村あさひ法律事務所）、
宮岡 邦生 弁護士（森・濱田松本法律事務所）

ヒアリング内容：CVD措置をめぐるWTO上級委員会・パネル判決の概観、補助金のモニタリング手法、
CVD措置の活用に向けた実務上の課題

2. 産業界

ヒアリング先：鉄鋼分野及び化学分野の業界団体及び企業
ヒアリング内容：産業界におけるCVD措置をめぐる情勢、貿易救済措置の活用に向けた取組

3. 米国、EＵにおいてCVD申請の代理人経験のある実務家

ヒアリング先：弁護士（White & Case LLPワシントンDCオフィス）、
弁護士（White & Case LLPブラッセルオフィス）

ヒアリング内容：米国・EUにおけるCVD措置の発動事例、CVD申請実務について

＜ヒアリング概要＞
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＜課題①－１＞補助金の情報の入手が困難
 外国政府による情報公開が不十分なことなどから、補助金の情報を入手し、国内産業への損害

を分析することが困難。業界・企業がCVD措置の申請に向けた検討を進めるのが難しい。

＜課題①－２＞CVD措置による課税の効果が見通しにくい
 CVD措置は必ずしも高関税とはならず、課税効果が申請コストに見合わない可能性も。FA

（ファクツアベイラブル）の適用可能性など求められる証拠の水準と申請コストとのバランス
について、調査当局とも連携し、検討の早い段階で見通しが立つかが課題。

 関税率と課税効果が見通しにくい中でCVD措置を活用する意義は何か、整理が必要。

我が国におけるCVD措置の活用に向けた課題①

＜課題①ー１＞補助金の情報の入手が困難
• 米国商務省が過去のCVD措置で明らかにしている補助金リストの中でどの補助金が産業に悪影響を与え、監視をする必要がある

かを特定することが課題。
• 補助金自体は隠れていることも多く、低利融資や利益性の低い事業への投資などの形態で、その条件などはオープンになっていない。
• 特に新興国などは透明性の問題が非常に大きく、WTOへの通報も不十分。

＜課題①ー2＞ CVD措置による課税の効果が見通しにくい
• 個々の補助金のマージンが小さい場合、結果として関税率が低くなり、CVD措置の効果が申請コストに見合わなくなるおそれもある。
• ADとCVDの同時調査を行った場合、補助金の証拠の収集などでCVD調査期間が長くかかる可能性がある。ADで一定の課税が

見込めるのであれば、申請者としてはまずADの迅速な発動を追求すべきという判断となる。二重救済の回避についても整理が必要。
• 補助金の存在はADを発動する政策的根拠を強調するとともに、CVD調査を通じて調査対象国の情報を得ることができる。

＜ヒアリングにおける意見＞
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＜課題②＞相手国からの報復の懸念

 産業界がCVD措置を積極的に活用しない背景として、相手国から報復的なAD、CVD措置を講じられるリ
スクへの懸念。

＜課題③＞CVD措置の認知度不足
 各企業がCVD措置を始めとする貿易救済措置を戦略ツールとして意識できていないというマイ

ンド不足の面と、個別の情報収集や手続き面での難しさを感じている点も課題。

我が国におけるCVD措置の活用に向けた課題②

＜課題②＞相手国からの報復の懸念
• 日本の製造業は高付加価値製品が中心であり、輸出先の市場で競合が生じていないので、AD措置の対象とならず、また、日本

企業はあまり補助金を受け取っておらず、CVD措置の対象にもなりにくいのではないか。

• 相手国が報復を持ち出すケースはあり、調査が始まる前から持ち出される場合もある。通常、報復について持ち出すのは相手国企
業がほとんどだが、国レベルでの管理や介入といった報復については、各国との協力が重要。

＜課題③＞ CVD措置の認知度不足
• 業界、企業の中で、貿易救済措置を自分事として捉え、戦略ツールとして意識する、というマインドが、日常的に貿易救済措置に

よる対応を迫られる一部の業界・企業を除いて醸成されておらず、通商に関する日本の長年にわたる大きな問題点。
• 貿易救済措置の活用に当たって、まずは自分たちが被っている損害の実態を把握することが重要であるが、各事業として利益が出

ているかどうかという視点に加え、その事業が世の中でどのような状況にあるのか、という広い視点も必要であり、情報収集が難しい。
• 損害を被っていることが判明した場合においても、調査開始に至るまでの手続において、行政やローファーム等の手を借りる必要があ

り、情報収集面での難しさに加え、実際に手続に至る段階での難しさなど、申請者となる業界・企業にとっては、各段階においてクリ
アしなければいけない課題が数多くある。

＜ヒアリングにおける意見＞
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今後の進め方

○７月１日（本日）
「我が国におけるCVD措置の活用に向けた取組」について、課題と方向性について議論

○７月中
本日の議論を踏まえ、事務局において方向性について整理

○８月中旬まで
素案について委員の皆様に提示

○８月下旬
第29回特殊貿易措置小委員会において、小委員会としての提言（とりまとめ案）につい
て議論

○９月上旬
最終とりまとめ公表


